
項　目

①　（財）瑞穂市施設管理公社の健全な経営

担当課

149 百万 152 百万 152 百万 ー 百万 ー 千円

149 百万 152 百万 152 百万 ー 百万 ー 千円

0 百万 0 百万 0 百万 ー 百万 ー 千円

※平成24年度は予算額

②　瑞穂市土地開発公社の健全な経営

担当課

0 ㎡ 0 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

③　みずほ公共サービス㈱の健全な経営

担当課

110 百万 113 百万 百万 ー 百万 ー 千円

4.7 百万 9.3 百万 百万 ー 百万 ー 千円

0 百万 0 百万 百万 ー 百万 ー 千円

④　（一財）瑞穂市ふれあい公共公社の健全な経営

担当課

ー 百万 ー 百万 百万 百万 千円

ー 百万 ー 百万 百万 百万 千円

ー 百万 ー 百万 3 百万 百万 千円

平成26年度

企画財政課

歳入
歳出

追加出資金

内　　容

目　　的
　２社の業務を円滑に引継ぐとともに、今後多様化するニーズに対応するためにも、積極的に業
務の企画を提案していくとともに、適正な価格で業務受託できるよう、事務の効率化と業務の質
の向上を目指します。

項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（８）第三セクターの健全な経営

内　　容

目　　的 　施設管理公社としての適正な受託運営を促進するとともに、施設の管理運営及び市民サービス
の向上に貢献することを目指し効率的な運営を行います。

計画目標

　平成２０年１２月１日施行の新公益法人制度施行により平成 ２５年 １１月末 の移行期間終了 ま
 でに一般財団法人若 しくは公益財団法人 の申請 を行 う必要 があることから平成 ２５年度 までに申
請 をし業務内容 の精査 をおこないます。→平成２４年度末までに新一般財団法人に業務を移管
し、平成２５年１１月末までに清算手続きを終え解散する。

決算状況
項目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成22年度 平成23年度 平成24年度

企画財政課

歳入
歳出

追加出資金

内　　容

目　　的 　公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有地となるべき土地の取得、管理及び処分を進
めていきます。

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

決算状況
平成25年度 平成26年度

都市開発課

内　　容

土地保有状況

決算状況

企画財政課

売  上
当期純利益
追加出資金

目　　的

　行政事務の効率化を推進や一時的な業務の受け皿として、良質なサービスの提供ができるよう
努めるとともに、経営の安定化が図られるよう努め（財）瑞穂市施設管理公社 と合 わせ業務内容
 の精査 をおこないます。→（財）瑞穂市施設管理公社の清算及び新法人への業務移管に併せて、
平成２４年度末までに業務の移管を行い統合を図ります。

決算状況

項　目 平成22年度

-10-

資料３



 - 22 -

【  現状と課題  】 
    平成１９年の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（地方公共団体財政健全

化法）による財政の健全化判断比率の一つである将来負担比率には、第三セクターの負
債・債務のうち一定部分が一般会計負担見込額として算入されることとなっています。
このような状況の下、第三セクターの経営悪化は、設立団体の財政運営に大きな影響を
及ぼす場合もあり得ることから、引き続き経営指導等を行います。 

 
【  施   策  】 
① （財）瑞穂市施設管理公社の健全な経営 

   現在市の補完業務を受託しているため適正な受託運営を促進するとともに、施設の管
理運営及び市民サービスの向上に貢献することを目指し効率的な運営を行います。 

   瑞穂市施設管理公社のような公益法人は、民法 34 条に基づき主務官庁の許可を得て設
立され、各種税制上の措置等を受けながら活動を行ってきましたが、平成２０年１２月
１日施行された新制度により平成２５年１１月末までに、公益又は一般財団法人へ移行
申請が必要となり、未申請の場合は解散となります。よって平成２５年４月までに移行
申請を行います。（平成２０年１２月１日から５年間は、特例民法法人として現状どお
りの扱いとなります。）平成２０年１２月１日に施行された公益法人制度改革に伴い、
平成２４年度末までに新一般財団法人に業務を移管し、平成２５年１１月末までに清算
手続きを終え解散となります。 

 
② 瑞穂市土地開発公社の健全な経営 

   現在保有地は無く、今後必要な土地については、公有地の拡大の推進に関する法律に
基づき、公有地となるべき土地の取得、管理及び処分を進めていきます。 

 
※公有地の拡大の推進に関する法律の目的は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進

するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地

の先行取得を行うこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずる

ことにより、公有地の拡大の計画的な推進を図る。 

 
③ みずほ公共サービス㈱の健全な経営 

現在事務効率化を推進するため、市の補完業務や一時的な業務を受託し、適正な受託
運営を促進するとともに効率的な経営を行います。また、（財）瑞穂市施設管理公社の移
行申請に伴い実施業務の精査を進めます。（財）瑞穂市施設管理公社の清算及び新法人へ
の業務移管に併せて、みずほ公共サービス㈱についても平成２４年度末までに業務の移
管を行い統合を図ります。 

 
④ 一般財団法人 瑞穂市ふれあい公共公社の健全な経営 

当面は、２社の業務を引継ぐ運営となりますが、今後は市の補完業務の受託について
も、競争入札等により厳しい業務運営が予想され、２期連続して純資産額が 300 万円未
満となれば解散となってしまいます。 

項目（８）  第三セクターの健全な経営                      
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しかし、当該公社は一般財団法人であり、事業内容については必ずしも公益性に限定
される訳ではないため、収益事業も行うことができ内部留保も可能です。 
そこで、今後は多様化するニーズに対応するためにも積極的に業務の企画を提案して

いくとともに適正な価格で業務受託できるよう、事務の効率化と業務の質の向上を進め
ます。 
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　この計画においては、平成26年度以降定員数について、育児休業の職員を含まない
ものとする。
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